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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月25日(2013.4.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示内容を変化可能な可変表示手段を備え、該可変表示手段の表示領域において識別情
報の可変表示を行い、識別情報の可変表示の表示結果としてあらかじめ定められた特定表
示結果が導出表示されたときに遊技状態を特定遊技状態に制御する遊技機であって、
　前記表示結果が導出表示される以前に、該表示結果を特定表示結果とするか否かを決定
する事前決定手段と、
　前記事前決定手段の決定にもとづいて、前記可変表示手段における識別情報の可変表示
パターンを決定する可変表示パターン決定手段と、
　前記可変表示パターン決定手段が決定した可変表示パターンにもとづいて、前記可変表
示手段における可変表示を制御する表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、
　前記表示領域にリーチ態様を表示した後に、リーチ演出を実行して表示結果を導出表示
するリーチ演出手段と、
　前記表示領域に所定表示態様を表示した該表示領域を複数の表示領域に分割し、分割さ
れた各表示領域にて識別情報の可変表示を再度実行する再可変表示を実行する再可変表示
実行手段とを含み、
　前記リーチ演出手段は、
　所定割合で前記表示結果が前記特定表示結果とされる第１再可変表示パターンが決定さ
れたときに、前記再可変表示を第１回数実行するとともに、第１回数目の前記再可変表示
において、分割された複数の表示領域のいずれかに前記リーチ態様を表示してリーチ演出
を実行する第１再可変表示リーチ演出手段と、
　前記所定割合より高い割合で前記表示結果が前記特定表示結果とされる第２再可変表示
パターンが決定されたときに、前記再可変表示を第１回数よりも多い第２回数実行すると
ともに、第２回数目の前記再可変表示において、分割された複数の表示領域のいずれかに
前記リーチ態様を表示してリーチ演出を実行する第２再可変表示リーチ演出手段とを含み
、
　前記第２再可変表示リーチ演出手段は、第１回数目の前記再可変表示において、前記複
数の表示領域のうちの一の表示領域に前記リーチ態様を表示し、他の表示領域に前記所定
表示態様を表示して、前記再可変表示を実行させる手段を含む



(2) JP 2013-70755 A5 2013.6.13

　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（１）本発明による遊技機は、表示内容を変化可能な可変表示手段（例えば、演出表示装
置９）を備え、可変表示手段の表示領域において識別情報（例えば、飾り図柄）の可変表
示を行い、識別情報の可変表示の表示結果としてあらかじめ定められた特定表示結果（例
えば、大当り図柄）が導出表示されたときに遊技状態を特定遊技状態（例えば、大当り遊
技状態）に制御する遊技機であって、表示結果が導出表示される以前に、表示結果を特定
表示結果とするか否かを決定する事前決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュー
タ５６０において、ステップＳ６１，Ｓ６２の処理を実行する部分）と、事前決定手段の
決定にもとづいて、可変表示手段における識別情報の可変表示パターン（例えば、変動パ
ターン）を決定する可変表示パターン決定手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュー
タ５６０におけるステップＳ８１～Ｓ９２を実行する部分）と、可変表示パターン決定手
段が決定した可変表示パターンにもとづいて、可変表示手段における可変表示を制御する
表示制御手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００におけるステップＳ８２
０～Ｓ８３６，Ｓ８４０Ａ～Ｓ８４３，Ｓ８５１～Ｓ８５６，Ｓ８３０１を実行する部分
）とを備え、表示制御手段は、表示領域にリーチ態様を表示した後に、リーチ演出を実行
して表示結果を導出表示するリーチ演出手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ
１００において、リーチ演出を伴う変動パターンに応じたプロセステーブルにもとづいて
ステップＳ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）と、表示領域に所定表示態様（例え
ば、擬似連図柄）を表示した表示領域を複数の表示領域（例えば、図２６に示す表示領域
９ｉ，９ｊ）に分割し、分割された各表示領域にて識別情報の可変表示を再度実行する再
可変表示（例えば、再変動）を実行する再可変表示実行手段（例えば、演出制御用マイク
ロコンピュータ１００において、擬似連演出を伴う変動パターンに応じたプロセステーブ
ルにもとづいてステップＳ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）とを含み、リーチ演
出手段は、所定割合で表示結果が特定表示結果とされる第１再可変表示パターン（例えば
、図６に示す変動パターン６～１０、図１１に示す変動パターン決定テーブル参照）が決
定されたときに、再可変表示を第１回数（例えば、１～２回）実行するとともに、第１回
数目の再可変表示において、分割された複数の表示領域のいずれかにリーチ態様を表示し
てリーチ演出を実行する第１再可変表示リーチ演出手段（例えば、演出制御用マイクロコ
ンピュータ１００において、ステップＳ８２２で決定したリーチ演出に発展する再変動パ
ターンを伴う変動パターンに応じたプロセステーブルにもとづいてステップＳ８４１～Ｓ
８４３の処理を実行する部分）と、所定割合より高い割合で表示結果が特定表示結果とさ
れる第２再可変表示パターン（例えば、図６に示す変動パターン９～１２、図１１に示す
変動パターン決定テーブル参照）が決定されたときに、再可変表示を第１回数よりも多い
第２回数（例えば、２～３回）実行するとともに、第２回数目の再可変表示において、分
割された複数の表示領域のいずれかにリーチ態様を表示してリーチ演出を実行する第２再
可変表示リーチ演出手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００において、ス
テップＳ８２２で決定したリーチ演出に発展する再変動パターンを伴う変動パターンに応
じたプロセステーブルにもとづいてステップＳ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）
とを含み、第２再可変表示リーチ演出手段は、第１回数目（例えば、１回目）の再可変表
示において、複数の表示領域のうちの一の表示領域（例えば、図２８に示す表示領域９ｉ
）にリーチ態様を表示し（図２８（ｂ）参照）、他の表示領域（例えば、図２８に示す表
示領域９ｊ）に所定表示態様を表示して（図２８（ｄ）参照）、再可変表示を実行させる
手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００において、ステップＳ８２２で決
定した再変動パターン５を伴う変動パターン９～１２に応じたプロセステーブルにもとづ
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いてステップＳ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）を含むことを特徴とする。
　そのような構成によれば、リーチ演出が実行されると思わせて再可変表示が実行される
場合があるため、意外性が生じ、興趣を向上させることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（２）上記の（１）の遊技機において、第２再可変表示リーチ演出手段は、第１回数目の
再可変表示において、複数の表示領域のうちの一の表示領域（例えば、図２８（ｂ）に示
す表示領域９ｉ）にリーチ態様を表示した後に、他の表示領域（例えば、図２８（ｄ）に
示す表示領域９ｊ）に所定表示態様を表示して、再可変表示を実行させる手段（例えば、
演出制御用マイクロコンピュータ１００において、ステップＳ８２２で決定した再変動パ
ターン５を伴う変動パターン９～１２に応じたプロセステーブルにもとづいてステップＳ
８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分）を含んでいてもよい。
　そのような構成によれば、リーチ演出が実行されると思わせて再可変表示が実行される
場合があるため、意外性が生じ、興趣を向上させることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（４）上記の（１）～（３）の遊技機において、再可変表示実行手段は、表示領域の分割
数を複数種類のうちから選択する（例えば、演出制御用マイクロコンピュータ１００にお
いて、ステップＳ８２２で決定した再変動パターンを伴う変動パターンに応じたプロセス
テーブルにもとづいてステップＳ８４１～Ｓ８４３の処理を実行する部分、特に再可変表
示が実行されるときに表示領域を複数の表示領域に分割する部分）ように構成されていて
もよい。
　そのような構成によれば、再可変表示が実行されるときに表示領域がどのように分割さ
れるかについて、遊技者の期待感を抱かせることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
（５）上記の（１）～（４）の遊技機において、再可変表示実行手段は、複数の表示領域
のうちの一の表示領域（例えば、図２８の表示領域９ｊ）に所定表示態様を表示して再可
変表示を実行する場合に、複数の表示領域のうちの一の表示領域よりも表示タイミングが
早い他の表示領域（例えば、図２８の表示領域９ｉ）に所定表示態様を表示するとみせか
けて所定表示態様以外を表示する失敗演出を実行する失敗演出実行手段（例えば、演出制
御用マイクロコンピュータ１００において、ステップＳ８２２で決定した再変動パターン
を伴う変動パターンに応じたプロセステーブルにもとづいてステップＳ８４１～Ｓ８４３
の処理を実行する部分：図２８参照）を含んでいてもよい。
　そのような構成によれば、一度再可変表示が実行されないとみせかけた後に再可変表示
を実行するので、意外性が高まるとともに、遊技者に対して再度期待感を抱かせることが
できる。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（６）上記の（５）の遊技機において、再可変表示実行手段は、失敗演出実行手段が実行
する失敗演出の種類を複数種類のうちから選択する失敗演出選択手段を含み（例えば、演
出制御用マイクロコンピュータ１００は、期待度が異なる複数の失敗演出の態様からいず
れかを選択する）失敗演出選択手段は、表示結果を特定表示結果とすることに決定されて
いるか否かに応じて失敗演出の選択割合を異ならせ、複数回の失敗演出が実行される場合
（例えば、複数の表示領域において失敗演出が実行される場合）には、表示結果を特定表
示結果とすることに決定されているときに選択されやすい失敗演出（例えば、大当りの期
待度が高い失敗演出）を、後に実行される失敗演出として選択する（例えば、演出制御用
マイクロコンピュータ１００は、期待度が低い失敗演出から順に実行されるように選択す
る）ように構成されていてもよい。
　そのような構成によれば、複数回にわたって再可変表示が実行されないとみせかけた後
に再可変表示を実行するので、意外性が高まるとともに、遊技者に対して再度期待感を抱
かせることができる。
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